
問 

社
会
教
育
課 

社
会
教
育
係 

☎
６
５
・
２
０
０
７

成
年
年
齢
引
き
下
げ
に
伴
う

令
和
５
年
以
降
成
人
式
に
つ
い
て

　

民
法
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら
成

年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
桂
川
町
で
は
、「
成
人
の
日
」
の
前
日
に
、
そ

の
年
度
に
20
歳
に
な
る
方
を
対
象
と
し
て
成
人
式
を
開

催
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
5
年
（
令
和
5
年
1
月
8
日

実
施
予
定
）
以
降
の
桂
川
町
の
成
人
式
を
左
記
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

《
令
和
5
年
以
降
の
桂
川
町
成
人
式
に
つ
い
て
》

　

①
【
対
象
者
】
そ
の
年
度
に
20
歳
を
迎
え
ら
れ
る
方
（
現

　

行
ど
お
り
）

　

②
【
式
典
の
名
称
】
二
十
歳
の
つ
ど
い

　

③
【
開
催
時
期
】「
成
人
の
日
」
の
前
日
（
現
行
ど
お
り
）

《
理
由
》

　

・
18
歳
の
多
く
が
高
校
3
年
生
で
あ
り
、
受
験
や
就

　
　

職
活
動
な
ど
の
進
路
に
か
か
わ
る
大
事
な
時
期
と

　
　

な
る
た
め

　

・
成
年
年
齢
は
18
歳
に
引
き
下
げ
に
な
る
も
の
の
、

　
　

飲
酒
・
喫
煙
等
の
一
部
権
利
は
20
歳
の
ま
ま
維
持

　
　

さ
れ
る
た
め

《
今
後
の
成
人
式
対
象
者
》

　

・
令
和
5
年
（
令
和
5
年
1
月
8
日
実
施
予
定
）

　
　

平
成
14
年
4
月
2
日
～
平
成
15
年
4
月
1
日
に
生

　
　

ま
れ
た
方

　

・
令
和
6
年
（
令
和
6
年
1
月
7
日
実
施
予
定
）

　
　

平
成
15
年
4
月
2
日
～
平
成
16
年
4
月
1
日
に
生

　
　

ま
れ
た
方 令

和
５
年
以
降
の
成
人
式
に
つ
い
て

問 

産
業
振
興
課 

商
工
統
計
係 

☎
６
５
・
１
１
０
６

桂
川
駅
観
光
案
内
所
の

名
称
・
愛
称
を
募
集
し
ま
す

　

Ｊ
Ｒ
桂
川
駅
１
階
に
、
桂
川
町
の
情
報
発
信
と
休
憩

所
機
能
を
目
的
と
す
る
観
光
案
内
所
（
仮
称
）
を
開
設

す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
施
設
が
皆
さ
ま
に
親
し
ま
れ
る

も
の
と
な
る
よ
う
に
名
称
・
愛
称
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

皆
さ
ま
に
い
た
だ
い
た
案
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ま
た
、
施
設
の
利
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
ア

イ
デ
ア
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
併
せ
て
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

【
場
所
】
Ｊ
Ｒ
桂
川
駅
１
階　

【
広
さ
】
約
36
㎡
（
約
22
畳
）

【
天
井
高
】
約
3
ｍ

【
設
備
】
照
明
・
空
調
・
換
気

設
備
あ
り

【
機
能
】
①
観
光
を
含
め
た
桂

川
町
の
情
報
発
信

　

②
交
通
結
節
点
と
し
て
の

休
憩
所

【
募
集
締
切
期
限
】
5
月
10
日
㈫
ま
で

【
応
募
方
法
】・
応
募
用
紙
を
桂
川
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
し
く
は
桂
川
町
役
場
1
階
の
産

業
振
興
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

・
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
桂
川
町
産
業

振
興
課
に
直
接
持
参
、
郵
送
、
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

応
募
く
だ
さ
い
。

　
　

０
９
４
８
・
６
５
・
３
４
２
４

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

募　集

お知らせ

問 

住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

（
特
別
）
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

児童手当

対　象 3月まで 4月以降

   

本
体
額

全額支給 43,160円　 43,070円　

一部支給
10,180円～
43,150円　

10,160円～
43,060円　

    

第
２
子

    

加
算
額

全額支給 10,190円　 10,170円　

一部支給
5,100円～

10,180円　
5,090円～

10,160円　

 

第
３
子
以
降

    

加
算
額

全額支給 6,110円　 6,100円　

一部支給
3,060円～
6,100円　

3,050円～
6,090円　

■児童扶養手当
　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
月
額
が
4
月

分
（
5
月
支
給
分
）
か
ら
変
わ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
前
年
の
消
費

者
物
価
指
数
の
上
昇
・
下
落
に

応
じ
て
、
翌
年
度
の
手
当
額
を

自
動
的
に
改
定
す
る
も
の
で
す
。

２
０
２
１
年
の
物
価
変
動
率
に

基
づ
き
、
0.2
％
の
引
き
下
げ
と

な
り
ま
す
。
改
定
額
に
つ
い
て

は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対　象 3月まで 4月以降

1級 52,500円 52,400円

2 級 34,970 円 34,900 円

※表は、児童1人の場合の月額支給額です

■特別児童扶養手当

FAX

▲写真赤枠部分が観光案内所（仮称）です
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